LPガスお客様相談所相談内容及び回答
受付期間　令和７年１０月１日から令和８年１月末日まで
１　ＬＰガスの価格について（２件）
	1 Ｑ：令和７年１１月　　かほく市内　　女性

　　　　オール電化住宅で、リースにて乾太くんを使用している。
　　　　ガスの使用量に関わらず、毎月定額で乾太くんを利用できるとの契約だったはずだが、今月はガス代が600円値上がりしていた。値上げ後も定額契約のリースにメリットがあるのか知りたいので、LPガスの平均価格を教えてほしい。
　　　　なお、販売店は、こちらの疑問点に真摯に対応してくれるので、販売店に対して不満はない。



①　Ａ：石油情報センターの「地域別モニター価格」を案内したところ、モニター価格と比較すると相談者のガス料金の方が安いことが分かり安心されたようだ。今後、更にガス料金が値上がりした場合、モニター価格を参考にしながら契約内容を検討したいとのことであった。
	2 Ｑ：令和７年１２月　　住所不詳　　男性

　高齢者の独り住まいなので身辺整理を始めた。
　ガスの請求書を確認したところ「発行手数料」として220円請求されていることに気が付き、ガス販売店に確認した。
　後日男性社員が訪問して、「スマホやパソコンなどのデジタル機器で請求金額を確認いただければ無料だが、紙の請求書を発行する場合は、発行手数料が発生する。無料とするためには、デジタル機器が必要だ」という趣旨の説明を受けた。
　世の中には、デジタル機器を持っていない消費者も大勢いると思う。同じLPガスの消費者なのに、デジタル機器を使用できるかできないかで、有料・無料とすることに納得がいかない。
　例えば、書面にサインをすれば、請求書の受け取りを拒否することが出来る仕組みの導入など、消費者のことを考え、もっと柔軟に対応するよう販売店に対して指導をしていただきたい。




②　Ａ：相談者の主張することに理解を示しつつ、以下のとおり回答した。
　　　　ガス事業者に限らず、例えば電気や電話等の公共性の高い他業種も、デジタル媒体で請求書を確認できる消費者には手数料が発生しないが、それが出来ない消費者については、従来通り紙で請求書を発行して、発行手数料が発生している。
　　　　ガス販売店に「紙の請求書は不要」と申し出ても、「社内規定で対応できない」との回答だった。現在の販売店では、お客様に対して請求書を発行しないと料金トラブルとなる可能性が高いことから、お客様に請求書を出さないという対応は、社内規則に反することになるので、紙の請求書を無料で出してくれる他の販売店に変更することも検討するよう助言した。
　　　　なお、当相談所は販売店の経営方針を指導する立場ではないことを説明した。
２　販売店の移動について（１件）

	1 Ｑ：令和８年１月　　　野々市市内　女性
　　　　県営住宅に住んでいる。
　　　　他のガス販売店の料金と比較して、現在契約しているガス販売店の料金が高いように思う。
管理会社にガス販売店を変更したいと伝えたところ、LPガス協会に相談するよう言われた。
　　　　ついては、ガス販売店を紹介してほしい。



①　Ａ：相談者は棟の管理者であり、団地の会長でもあるとのことだったので、以下のことを伝えた。
　　　　①協会から他の販売店を紹介することはできない。
　　　　②相談者の部屋のみを他の販売店に変更することもできない。
　　　　ガス販売店は管理会社を通じて、毎年２月に石川県建築住宅課と随意契約書を取り交わす。ガス販売店を変更するには、入居者の総意を得たうえで管理会社から石川県にガス販売店の変更を申し入れることも、１つの方法であると助言した。
　　　　
３　保安について（７件）

	1 Ｑ：令和７年１０月　　　金沢市内　女性
古い小型ボンベを処分したい。ボンベに記載されている販売店に連絡しても繋がらない。
どうすれば良いか教えてほしい。



1 Ａ：社名と住所を変更した販売店だったため、現在の連絡先を案内した。
	2 Ｑ：令和７年１０月　　　金沢市内　女性
　　　 購入先が分からない古い小型ボンベを納屋で保管していたが、使用する機会も無いため処分したい。金沢市が発行している、「家庭ごみの分け方出し方」を見て電話をした。
　　 　ついては、処分方法を教えてほしい。
　


②　Ａ：まだガスが残っているが、保存状態が良かったため錆びや腐食は無いとのことだった。相談者の自宅から近い、LPガスボンベを処理することができる充填所を２カ所案内し、電話連絡のうえ、都合の良い方へ持ち込んでもらうこととした。 
	3 Ｑ：令和７年１２月　　　金沢市内　　女性

　　　 親の遺品整理を行っていたところ、小型のLPガスボンベが見つかったので処分方法を教えてほしい。購入先や、ボンベに販売店名が記載されているかは分からない。



③　Ａ：相談者の住所に近い充填所を紹介した。
　　　　古いボンベで、少し錆びているとのことだったため、ボンベの状態を伝えて相談者自身で充填所まで持ち込みできるかも含めて、相談するよう助言した。
	④　Ｑ：令和７年１２月　　　金沢市内　女性

能登半島地震で被災し、能登の自宅を公費解体して現在は金沢市内に住んでいる。
能登の自宅の納屋から、昔購入したLPガスの小型容器が数本でてきた。解体事業者から、解体日までにLPガスボンベを処分しておくよう言われたが、処分方法が分からなかったため、金沢に引っ越しをした際にそれらのボンベも一緒に持ってきた。
購入先に覚えはなく、ボンベの側面を確認しても販売事業者を特定できるようなものは無い。
ついては、処分方法を教えてほしい。
　


④　Ａ：ボンベに腐食や錆びは無く、自身で指定の充填所まで搬入できるとのことだった。
　　　　充填所に相談内容を伝え、引き取り可能か確認したところ「LPガス容器であれば、他社のものであっても引き受ける」との回答を得たので、相談者にその旨を伝え事前連絡のうえ持ち込んでいただくこととした。
	⑤　Ｑ：令和７年１２月　　野々市市内　男性

①ガス警報器が10年間交換されていない。何度も交換の依頼をしているが、対応してもらえない。
　40世帯から50世帯の建物だが、全世帯交換していないのではないか。これは問題である。
②ガスボンベの前を通るたびにガス臭い。配管に穴が開いて、ガスが漏れていると思い電話した
　が対応してもらえない。
相談所から、ガス販売店にこのことを申し入れていただきたい。なお、販売店からの回答は不要である。



⑤　Ａ：相談者には以下の点を説明した。
　　　　①ガス警報器の交換期限は、製造から5年であり、ガス会社が警報器の期限管理を行っている。
　　　　②マイコンメーターには、ガス漏れ等を検知して自動でガスを停止させる安全機能が付いている。
　　　　なお、当該販売店に相談内容を伝えたところ「当該消費者には、これまで何度も同じ連絡をいただき、その都度対応している。説明しても、その後で同じことを何度も相談してくるので、対応に苦慮している。今回も当方で丁寧に対応させていただく」とのことだった。
	⑥　Ｑ：令和７年１２月　　　白山市内　女性

　集会所で使用していた古いボンベが見つかった。
　ボンベには廃業されたガス販売店の連絡先が記載されており、複数のガス販売店に引き取りを依頼したが、全て断られた。ついては処分方法を教えてほしい。



⑥　Ａ：ガスボンベは本来販売店の所有物となるため、通常、他店の名前が記載されたボンベは引き取らない旨を説明した。廃業した販売店の消費者を引き受けた事業者が判明したため、相談者に連絡先を伝え、直接相談いただくこととした。
	⑦　Ｑ：令和８年１月　　　白山市内事業所　男性

　　回収してきたゴミの中に、小型のLPガスボンベが数本あったので処分方法を教えてほしい。



⑦　Ａ：相談者の最寄りのLPガスボンベを処理することができる充填所を２カ所案内し、電話連絡のうえ、
都合の良い方へ持ち込んでもらうこととした。
４　その他について（質量販売　２件）
	1 Ｑ：令和７年１１月　　　金沢市内　男性

　　　　室内の離れた場所で燃焼器具を使用するに当たり、現在契約しているLPガス販売店に、配管工事の見積もりを依頼したところ高額だった。
　　　　短期間だけの使用となるので、配管工事をせずに、室内に小型ボンベを設置することで対応したい。ついては、質量販売をしている販売店を紹介してほしい。




1 Ａ：３０分ルールの説明後、質量販売緊急時対応講習受講修了者で、LPガスをキッチンカーやキャン
　ピングカーで使用する目的の方に対して、質量販売を検討している販売店は２社ほど紹介できるが、今回の使用用途はそれに該当しないので、相談者自身でエルピーガス協会HPに掲載されている「会員一覧」を確認し、販売店に対して対応可能か否か確認するよう伝えた。
　　最初にその２社から確認したいので、連絡先を教えてほしいとのことだったため、案内した。
	②　Ｑ：令和７年１２月　　　金沢市内　女性

　キッチンカーを始めようと思っている。
　ついては、キッチンカーで使用するガスを販売してくれる、ガス販売店を紹介してほしい。



2 Ａ：緊急時対応の３０分ルールの説明後、講習を受講すればそのルールから除外されること、全国４カ
　所で講習会を実施していること、WEBでの受講も可能であること等をお伝えし、その場でPCを操作
してもらい講習実施一覧を確認いただいた。
　受講修了者には、質量販売を考えている販売店を紹介することができることを伝え、受講後に再度
連絡をいただくこととした。
その他について（質量販売以外の相談　３件）
	①　Ｑ：令和７年１０月　　　住所不詳　男性

能登の復興支援のため、県外から穴水へ来ている建築業者である。
一軒家を借りて居住予定で、ガスの供給を依頼したいと考えている。
「この辺りは、農協が全消費者にLPガスの供給をしている」と知人に聞いた。LPガス販売店は自由に選ぶことができるとの認識でいるが、地域により例外もあるのか。



1 Ａ：LPガス販売店は自由に選択することができることを説明し、石川県エルピーガス協会のHPに、市
　町別でLPガス販売店の住所や電話番号が掲載されていることを伝えた。
	2 Ｑ：令和７年１２月　　　金沢市内　男性
　　　  当方は、不動産の仲介事業者である。
　　　　今回、当社で取り扱うことになった物件について、ガスの契約が継続されているか確認したい。
　　　　お客様の氏名と、住所をお伝えするので、ガス販売店名を教えてほしい。



②　Ａ：消費者は、自身が契約するLPガス販売店を自由に選択することができるため、契約者名や住所、建物名からガス販売店を特定することができないことを説明した。
	③　Ｑ：令和８年１月　　　住所不詳　男性
　　昨日からずっとお湯が出ない。ついては、修理に来てほしい。
　


3 Ａ：相談所から、修理の手配をすることができないため、現在契約しているガス販売店に連絡するよう
　　伝えた。帰宅すれば、自身がどこの販売店と契約しているのか分かるので、電話してみるとのことだった。
